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(東京都)結核予防計画

項 目

東京都結核予防計画 。東京都結核予防推進プラン

課題 具体89な万回 結果 (平成 20年 )

υ予防ヌ]策 の
徹底

フラン 1 予l15援種
ア 受けやすい接種機会の確保
イ 法定接種期間経過後におけ
る適切な対応

ウ 接種技術の確保
工 副反応のモニタリング等の
実施

ア 乳幼児健康診断との同0寺実施
イ 任意接種に関する情報提供
ウ 医師への研修
エ コッホ現象・副反応に関する
情報提供

【叡腫日標 1】 生後6か月U吾 点にお
けるBCG接種率を95%以 上とす
る。
→平成20年度 96.7%(達
成)

フラン2 悪者の早期発見
ア 定期検診の適切かつ着実な
実施
イ 定期外健診の適切かつ着実
な実施
ウ 有症状0寺の早期受診等の一

層の推進

ア 適切な文]象の選定
イ 対策技術レベルの標準イし
ウ 医療機関の早期受診の啓発

・精7甲病院、者健施設入所者、帰国
子女等に対する健康診断の実施
・技術委員会において、接触者健康
診断マニュアルを作成
。早期発見啓発用パンフレットの作
成・配布 (プラン6再掲)
。結核予防週間キャンペーンの実施
(プラン6再掲)

フラン3 重点対象への取組
ア 重点対象施設・重点対象者
への取組の推進
イ 医療機関での取組の一層の
推進

ア

イ
重点対象ガイ ドラインの作成
医療監視分野との連携の推進

・技術委員会において、罹悪率の高
い地域を重点対象地区に指定
。重点文」象者 (住所不定者・外国
人 。若者)に文」し、それぞれの特性
に応した健康診断を実施

り 週 功 な 医 療
の提供

フラン4 医療提供体制
ア 結核に関する医療提供体制
のグランドデザイン策定
イ 呼吸器感染症に包括89に文]
応する病床整備の検討
ウ 結核指定医療機関に関する
積極30な情報提供

ア

イ
ウ

多様なニーズに文」応
新たな感染症法への文」応
悪者中心の医療に向けて

・結核病床は急激に減少しており、
平成 19年改定B寺の保健医療計画の
病床数739床 を大幅に割り込んで
いる (平成22年 4月現在 565
床)。

このため、平成 20年度に結核医
療提供体制検討会を設置した。
・合併症治療に対応するためのモデ
ル病床整備を促進しているが、結核
含併症患者の受入が進まない (30
床で計945日 (21年度実績))

フラン 5 直接服薬 llE認 療法
(DOTS)

ア 結核病床を有する病院等に
おけるDOTSの 推進
イ 地域におけるDOTSの 推
進
ウ 全都的なDOTSの 推進
工 重点対象への療養支援
オ その他の療養支援

ア 院内DOTS・ 外来DO丁 S
イ 薬局DOTS・ タト来DOTS
ウ 東京都DOTS推 進会議 (仮
称)の開催
工 外国人結核患者への支援
オ 結核の後遺症によるD平吸機能
障害者への支援

L歌旧日檬 Z」 )6療失敗・llR洛 率乞
5%以下とする
一平成20年 9.7%(未 達成)

(参考 :平成 19年  10.1%)

・DOTS支 援員の確保
・医療機関 (外来・薬局)DOTS
実施機関の確保
・医療連携′ヾスノートの作成
・外国人医療通訳の派遣

∪ 地 束 乞 文 え

る基礎的取組

フラン 6 調査研究・人材肩
成・普及啓発
ア 調査研究の推進
イ 人材育成の推進
ウ 普及啓発の推進

ア 薬剤耐性菌の発生動向監視強
イt多

イ 職員技術レベルの維 l寺向上と
標準イじ
ウ 重点文」象者それぞれの特性に
応じた普及啓発

・楽剤耐性国の宝数調査の実施  、
・看護学生(医学生向け教育補助教
材の作成 。配布
。文」象者別結核予防講演会の実施
・結核予防啓発冊子の作成 。配布
・結核予B73週 間街頭キ ャンペーンの
実施

フラン7 法改正への対応と/1

都県市連携
ア 新たな感染症法に対応 した
感染拡大の速やかな防止
イ 八都県市連携の一層の充実

医師の届出の迅速イじ
具体的連携策の検討

ア

イ

・保健医療情報センター (ひまわ
り)を活用し、保健所における発生
届受理業務の24時間体制を確立
・ハ都県市連絡会議を開催し、連名
での国への提案活動などを実施

④広 1或 89な 運
携体制の構築

フラン8 文」策の一体化
ア ロ標の共有化と評価指標の
統一

イ 情報の共有イしの推進
ウ 技術レベルや実施基準の共
通イじ
工 広i或的な調整

ア 結核対策技術委員会 (仮称 )

での検討
イ 大規模集団感染発生0寺の情報
共有
ウ ガイドラインやマニュアルの
提示
工 区市町村に文]する東京都の支
援

・云再L人のIll子緻 発病時に、結核電
話相談を設置
。学校における集団感染発生時に、
本事例に対する問題点を提起するこ
とにより、学校・医療機関への注意
喚起を実施
・これらの広1或文」応を伴う事例発生
8寺の関係保健所への情報提供を実施
・感染症危機管理情報ネットワーク
システムを活用した都内保健所への
情報提供・連携

【数値目標 3】 結核り患率を27以
下へ引き下げ
―平成20年 25.1(達 成)



「東京都結核予防計画 ～現代型・都市型結核の克月長に向けて～」の策定について



東京都結核予賄推進7ランの概要
平成 19年 3月  福祉保健局健康安全室

目項 現 状 “課 題 と具 体 的 な方 向 (都区 市 町 村 の 役 割 )

東
京
都
結
核
予
防
計
画
を
踏
ま
え
た
４
分
野
８
プ
ラ
ン

1.

予防対策の徹底

プラン 1 1予防接種
|

■接種技術の差により、免優J員得の成韻に違いが発生 など

■BCG接種技術研修の場のFE保や技術的支援を進める。

■市町村の接種技術管理を支援する。

■受けやすい接種機会と接種技術を確保する。

プラン 2 1患者の早期発見
|

■区市町村の実施する定期検診文」象者に違いが生している など

■重点対象の特徴に応した対策・評価ガイ トラインの策定。

■有症状時の早期受診を啓発する。

■膏症状8寺 の早期受診を啓発する。

プラン 3 1重点対象への取組
|

■精神科病院ゃ学習堅毒ての集団感染が発生.

■言年層 (フ リーター等 )・ タト国人・距上生活者、医療従事者の結核多尭 など

■重点対象の特徴に応した対策・評価ガイトラインの策定。

■関係機関と協力し、重点対象への施策を実施する。

■関係機関と協力し、重点対象への施策を実施する。

2.

適切な医療の提供

プラン 41医 療提供体制
|

■東京313保 健医療計画により結核医療を提供,

■命令入所等に基づく行政医療のため、患者が医療を選びにくい状況 など

■結核医療提1具 体制のグランドデザインを策定する。

■タト国人結核患者など、重点対象への療費支援をすすめる。

■,卜 国人結核患者など、重点対象への療費支援をすすめる。

プラン 51直接服薬確認療療法 (DOTS)|
口「東京都版21世紀聖DOTS事業」を実施中だが、取組に131属差あり

■タト国人結核患者治療・服薬支 l晨 員需」度により、

'卜

国人患者を支援 など

■技術の標準イヒを進める。東京都DOTS推 進会議 (仮称)を開催する。

■病院DOTSや 地域DOTSを 推進する。

■路上生活者対策における関連機関との連携などの服薬支援に協力する。

3.

施策を支える基礎

プラン 61調査研究 。人材育成 。普及啓発
|

■結核菌遺伝子検査(RFLP法 )を実65している。今後は新たな遺伝子横葦 (∨

NTR法 )も必要とされている。

■医療関係者等への講習などを実施しているが、技術レベルの一層の向上が必要.

■ホスター・冊子等による彗及薔発を実6tしている。他の対象を8め、一嘔の普

及薔発がら要.

■薬斉J耐性菌の分子疫学的監視体制を3董イじするため、都健康安全研究センターの体制を

整備していく。また、重点対象者への普及啓発を行う。

■人材育成やO」 丁等を推進する。また、QFT検査を活用する。

■人材育成やO」 T等を推進する。また、書B民に大0識や情報を提供する。

的取組

プラン71法改正への対応と八都県市連構 |

■結核予防法の廃止と感染症法への続合が、平成19年 4月実施,

■東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、横浜市、川崎市、千葉市及びさいたま市

により「ハ都県市感染症対策運縄会議」を設置している。

■「八都県市感染症対策連絡会議」て広1或 連携策を検言」する。

■法改正に対応し、新たな結核感染拡大防止体制を構築する。

■者Bと 連携して取り組んでいく。

4.

広域的な連携体制

プラン81対策の一体化
|

■都・区市町村がそ1■ぞれ対策を実65しており、日標や評価i旨標の設定の考え75

に違いがある。

■情幸Rや技術レベル等に各自治体て差が生している。

■施策の立案・実施・評価のための情報共有イしを進める。

■技術委員会を設置し、評価指標、ガイトライン等を整備する。

■ガイトライン等に基づき、自らの目標を設定し、対策を進める。

■ガイトライン等に基づき、自らの日標を設定し、対策を進める。

の構築

(*)保健所の役害」は、特別区 (保健所政令市 (平成 19年4月から八王子市))に おける保健所事務を含む。

(参考)結核予防計画における目i票 【目標 1】 都内の生後6か月時点での BCG接種率 95%以上

【目標 2〕 治療失敗・脱落率を5%以下     ‐

【目標 3〕 都内の結核り患率を27以下(人 □ 10万文動



■ 重 点対象者 に対す る結 核対策強化検診事 業

1 概 要

(1) 目

(2)事 業 開 始

(3)内  容

的 都市型結核の象徴とされる重点対象者 (①フリーター等の若者、②外国人、③

路上生活者・住所不定者)に対する検診機会を確保することにより、早期発見 。

早期治療につなげ、都の結核 り患率を低下させる。

平成 20年度

東京都結核

'I策

技術委員会が指定する重点対象地区にCR検診車を派遣し、健

康診断を受ける機会が少ない重点対象者 (①フリーター等の若者、②外国人、③路

上生活者・住所不定者)に対する結核検診を無料で行 う。 ,
検診の結果 (1貪診結果は、その場で判明する)、 要精密検査となつた者に対して

は、保健所が医療機関を紹介するなど、必要な対応を行う。

(*CR=コ ンピューテッドラジオグラフィ<コ ンピュータデジタルX線撮影>)

3 実績 (平 成 20年度)

種別 実施回数 受診者数 (人 )

フ
´

153

外国人 3 129

路上生活者・住所不定者 2 124

年越 し派遣村 4 89



■ 結 核 地 域 医 療 ネ ッ ト ワ ー ク 推 進 事 業

1 概 要

(1)日     白勺

結核 り患率全国ワース ト2位からの脱却と、り患率半減を目指 し、都内の二次保健医療四 (及 びそ

の周辺)を一区域 として結核医療をネットワーク化することにより地域において結核患者を治療中断

することなく治療完了まで支援する体制を構築する。

(2) ll手  業 01 ク台      平成 2 0年理虻

(3)内    容

絆i核患者の減少に、kり 、結核医療の専門性の維持が 1不1難 となつている ・方で、多剤耐性絆i核 。

合併症結核は増加 してお り、これ らに対応できる病院が少ない とい う問題が生 じている。また、

住所不定者等 rli会 的ハイ リスク者の i量院後のフォローアップや人院り明||11の 短縮に伴 う退院後のD
oTS患 者の増加について地域における医療機関等の 1“備が進んでいなぃ.

そこで、結核医療提供体祐1の 適りjな 機 f進 分化を進め、二次保健医療圏 ilt位 (及 びその周i71)一

区域 として結核医療をネッ トワーク化 し、地域における・貫 した患者支援体11を 1整 備する。

ア DOTSI、‐
携オ1)る 人材の育成 。

“

i保

。都内|二療機関への1完内DOTS推 進のためr/DィJF修

・DOTS支 援卜1の 育成 。派遣

イ 地域DOTS連 |りち医療機関の確保  ,
・外来医療機関 (診療所・薬局)へのDOTS支 払謝金

ウ 結核地j成連携クリニカルパスの運用

・診療所、薬局、保健所で統一的な 「
|‖支薬パスノー ト」の作成 。運用

工 結核地域医療 ネットワーク推進のための検討会の,‖催



f3里平 糸吉瓶 予防計

予防計画
(長野県)結核予防計画

目的 施策 結果 (平成 20年 )

定期健康診断 寝たきり等の理由により
定期健康診断の受診が困
難な者、また外国籍県民
及び就学や就業、短期研

修などを目的に入国した

外国人に対して健康診断

を実施し、結核患者の早

期発見、早期治療を促進
し、二次感染の防止を図

る。

寝たきり等の理由により定
期健康診断の受診が困難な
者、また外国籍県民及び就
学や就業、短期研修などを
目的に入国した外国人に対
し健康診断を実施。

住民定期健康診断
対象者数 493,391人
受診者数 135,966人
受診率    27.6%

受診困難な者に対する健康診断

高齢者   489人 受診
結核患者   ○人

(事業開始から29,053人実

施、 結核患者 12人発見)

外国人  160人
結核患者  0人

定期外健康診

断

結核に感染してると疑う
に足りる正当な理由のあ
る者を確実に健康診断対
象とし、健康診断を実施

する。

関係機関と連携を図り、文」

象者を適切に選定する。

定期外健康診断
対象者数 3,577人
受診者数 3,560人
受診率  99.5%

BCG接種 BCG接種率を6ヶ月8晉点
90%、 1歳時点で95%
となるよう努める。

必要に応 じ、接種機会の確

保並びに市町村への支援。

BCG接種率
(1歳時点 H18)

対象者数  15,266人
接種者数  14,735人
接種率    96.5%

]展薬石程言忍 結核指定医療機関と連携

し、結核患者に対 し個別

に服薬支援計画を作成す

るとともに、治療終了ま

で支援する体制を構築す

る。

院内DOTSの推進
DO丁Sカンフアレンスの

実施
コホー ト分析による治療

言平1面

)台癒    2.2%
治療完了 30.〇%
死亡   23.3%
治療失敗  1.1%
脱落中断 10.〇%

地既滴到 予 防

活動の推進

地上或予防活動を推進する

団体の取り組みを支援す
る。

地域予防活動を推進する婦

人組織を対象とする研修会

の開催

信州婦人健康のつどい

平成20年 9月24日
参加者数 630人

講演
「結核はみんな知ってる、忘れ

てる !」

講師 結核研究所



1患者の発生状況
(1)罹患率の推移

長野県における結核の現状 と対策について

罹 患 率 (人 口10万人対)

平成22年 5月 25日

長野県健康福祉部健康長寿課
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(年 次 )

区分

年 次

全国 長野県

新登録患者
感染性肺結核患者

(再掲 :旧分類 )
新登録患者

感染性肺結核患者
(再掲 :旧 分類)

患者数 罹患率 患者数 罹患率 患者数 罹患率 忠者数 罹患率

４０

５。

６０

元

２

３

４

５

６

７

８

９

304,556

108,088

58,567

53,112

51,821

50,612

48,956

47,437

44,590

43,078

42,472

4‐2,715

309.9

96.6

48.4

43.1

41.9

40.8

39,3

38.0

35.7

34.3

33.7

33.9

57,191

28,917

23,315

25,848

26,182

25,759

25,523

24,862

23,618

23,498

23,119

24,024

58.2

25.6

19.3

21.0

21.2

20.8

20.5

19。 9

18.9

18.7

18.4

19.0

3,281

1,144

704

529

509

470

428

413

354

364

371

375

167.6

56.7

32.4

24.5

23.6

21.7

19.8

19.0

16.3

16.6

16.8

16.9

３。

２５

９５

‐５

‐９

９４

８８

８３

６６

８３

６５

８６

37.3

11.1

9.0

10.0

10.2

9.0

8.7

8.4

7.6

8.3

7.5

8.4

譴
新登録患者

登録時喀痰塗抹陽性
(再  掲)

新登録患者
登録時喀痰塗抹陽性

(再  掲 )

患者数 罹患率 患者数 罹患率 忠者数 罹患率 忠者数 罹患率

‐Ｏ

Ｈ

‐２

‐３

‐４

‐５

‐６

‐７

‐８

‐９

２０

２‐

41,033

43,678

38,384

35,489

32,828

31,638

29,736

28,319

26,384

25,311

24,760

32.4

34.5

31.0

27.9

25.8

24.8

23.3

22.2

20.6

198
19.4

13,405

14,482

13,220

12,656

11,933

11,857

11,445

11,318

10,492

10,204

9,809

10.6

H.4
10.4

9.9

9.4

9.3

9.0

8.9

8.2

8.0

7.7

３５。

３４５

２８７

３０２

２７７

２６４

２３０

２３５

２５９

２２５

２２‐

２４３

5.8

5.5

3.0

3.6

2.5

19
0.4

0.7

1.8

0.3

0.2

1.2

２６

Ｈ

０５

０５

９０

９２

‐２

８４

９２

９０

９８

９０

5.7

5.0

4.7

4.7

4.1

4.2

51
3.8

4.2

4.1

4.5

4.2



(2)結核有病率の年次推移

有 病 率(人 口10万対)
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(年次)

＼、区分

年要`＼

到 Ьき里r・ り共

者
数

録登
総

活動性全結核
感染性肺結核
(再  掲 )

者
数

録登
総

活動性全結核
感染性ル,柿核

(再  掲 )

有病率 患者数 有病 率 患者数 有病率 f壕者数

４０

５０

６０

元

２

３

４

５

６

７

８

９

1,469,583
726,862
306,262
238,189
223,863
210,423
202,193
191,584
181,470
168,581
132,958
121.762

929,616
435,902
147,580
99,524
93,443
87,464
81,116
76,675
70,781
65,167
59,760
55_409

945.8
389.4
121.9
80,7
75.6
70.5
65.2
61.5
56.6
50.9
47.5
43.9

862,904
409,373
137,461
93,311
87,569
82,083
76,240
72,104
66,679
61,504
56,195
52.105

878.1
365.7
113.6
7517
70.8
66.2
61.3
57.8
53.3
49.0
44.6
41.3

16,857
8,570
6,673
4,108
2,603
2,226
1,910
1,715
1,603
1,513
1,142

981

10,

4,

3,

1,

1,

９２。

５８９

‐７２

８０７

０６２

８９３

７７‐

７‐４

５８２

５‐４

４８３

４３７

557.7
227 4
152.6
83.3
49.2
41.3
35.6
32.9
26.7
23.4
21.9
19.7

０３

８８

８９

８６

３９

‐５

５５

３５

２８

２６

２７

３７

１

５

２

１

２

２

１

１

１

１

１

１

158.5
29.1
13.9
8.6

11.1

9.9
7.2
6.2
5.9
5.7
5.8
6.2

沐
者
数

録登
総

活動性全結核

登録時喀痰
塗抹陽性
(再  掲)

者
数

録登
総

活動性全結核

登録時喀痰

塗抹陽性

(再  掲 )

有病率 有病率 患者数 有病率 有病 率

０

１

２

３

Ｍ

ｔ５

Ю

ｒ

Ю

Ю

Ю

２‐

107,058

104,813

99,481

91,395

82,974

77,211

72,079

68,508

65,695

63,556

62,244

49,205
48,888

41,971

36,288

32,396

29,717

26,945

23,969

21,976

20,637

20,021

38.9

38.6

33.1

28.5

25.4

23.3

21.1

18.8

17.2

16.2

16.2

18,334

18,189

15,978

14,243

12,820

11,836

10,891

9,802

8,943

8,364

7,964

14.5

14.4

12.6

H.2
10.1

93
8.5

7.7

7.0

65
6.5

８‐４
８‐２‐
７７８
７５‐
７２２
７６５
６９４
６３４
６６４
６８７
６４８
嚇

３９０

４０６

３‐６

３‐３

２７９

２４９

２３３

２２９

２２２

‐９５

‐６６

‐９２

17.6

18.3

14.3

14.1

12.6

11.2

10.5

10.4

10.1

8.9

7.6

8.9

９８

８６

‐０

９‐

８２

７８

７３

７３

162

156

123

123

7.3

7.0

5.6

5.5

4.4

3.9

5.0

4.1

3.7

3.6

3.4

3.4



年  次
全 県〓て

死亡者数 死亡率 死亡者数 死亡率

昭 22年
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146,241

121,769

46,735

31,959

22,366

15,899

10,567

6,439

4,692

3,527

3,664

3,325

3,347

3,235

3,094

3,177

2,849

2,742

2,795

2,935

2,656

2,488

2,316

2,336

2,328

2,295

2,267

2,194

2.216

187.2

146.4

52.3

34.2

22.8

15.4

9.5

5.5

3.9

2.9

3.0

2.7

2.7

2.6

2.5

2.6

2.3

2.2

2.2

23
2.1

2.0

1.8

1.9

1.8

1.8

1.8

1.7

1.8

2,980

2,183

644

362

253

161

103

100
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144.7

105.9

31.9
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(3)結核による死亡者数及び死亡率の年次推移

死亡率 (人 口10万対 )

(結核発生動向調査確定表)

(毎月人口異動調査)
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(4) 新登録患者構成比
登録時年齢区分別、長野県

略
]

18年

t30-4歳 ●5-9歳 110-14歳 |115-19歳 夕2029歳 口30-39歳 ●40-49歳 日5059歳 16069歳 ■170歳 以上

登録時年齢区分別、全国
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(5)外国人結核の状況
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